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（ 傍 線 部 分 は 改 正 部 分 ）

改 正 後 改 正 前

第４ 動物由来原料総則 第４ 動物由来原料総則

１ 反芻動物由来原料基準 １ 反芻動物由来原料基準
すう すう

⑴ 医薬品等の原料等として用いる反芻動物に由来するもの（高温 ⑴ 医薬品等の原料等として用いる反芻動物に由来するもの（高温
すう すう

及びアルカリ処理により製する原料等その他の適切な処理により 及びアルカリ処理により製する原料等その他の適切な処理により

製するものを除く。以下「反芻動物由来原料等」という。）につ 製するものを除く。以下「反芻動物由来原料等」という。）につ
すう すう

いては、次に掲げる部位を用いてはならない。 いては、次に掲げる部位を用いてはならない。

ア～キ （略） ア～キ （略）

ク 胎盤（ウシ由来のものを除く。） ク 胎盤

ケ～ス （略） ケ～ス （略）

セ 脾臓（ウシ由来のものを除く。） セ 脾臓
ひ ひ

ソ～ツ （略） ソ～ツ （略）

⑵～⑸ （略） ⑵～⑸ （略）

２・３ （略） ２・３ （略）


